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要 旨 

住民の健康増進と２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けて、地域の

特性に応じた受動喫煙防止条例を早期に制定してください。 

 

（理 由） 

喫煙の健康障害については既に医学的にも立証され、厚生労働省等の公的機関

においても議論の余地なく認識されているところです。さらに、受動喫煙につい

ては「タバコを吸わない人が健康障害を被る」ことから、社会的対策が強く求め

られています。 

また、オリンピックについては、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が１９８８

年に禁煙方針を採択し、カルガリー大会以降、会場の内外が禁煙化されました。

さらに、２００５年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（ＦＣＴＣ）」

が発効し、２０１０年には国際オリンピック委員会と世界保健機関（ＷＨＯ）は

「たばこのないオリンピックをめざす合意文書」に調印しました。以来、オリン

ピックは会場だけでなく、飲食店を含む屋内施設が全面禁煙の国や都市で開催さ

れることが慣例となっています。２００８年北京（夏）、２０１０年バンクーバー

（冬）、２０１２年ロンドン（夏）、２０１４年ソチ（冬）の各大会では、国ない

しは都市で受動喫煙防止の法整備（罰則有）をした上で開催し、本年開催される

リオデジャネイロ（夏）でも既に全面禁煙化が実現しています。 

しかし、東京都では都民の７５．６％が規制（「罰則つき」５３．４％、「罰則

なし」２２．２％、産業医科大学 大和教授報告）を求めているにもかかわらず、

条例の制定は足踏み状態であり、このままではオリンピックに屋内全面禁煙の国

から参加する選手団や観光客に、不快な思いをさせることになります。さらに、

受動喫煙防止施策は国や都だけの専決事項ではなく、基礎自治体としての責任も

重大です。都下に広く滞在・観光するこれらの人に対してばかりでなく、当該地

域住民（特に、飲食店等のサービス産業で働く労働者）の健康を守るためにも、

地域の特性に応じた受動喫煙防止条例の早期制定を求めるものです。 

以上の趣旨をご理解の上、上記事項の実現をお願いいたします。 

以 上 

 

 

 


